
○埼玉県生活環境保全条例規制地域（悪臭）

○規制対象業種
　（日本標準産業分類を基に分類してます。）

１　塗装工事業
２　食料品製造業
３　合板製造業
４　家具製造業
５　パルプ・紙・紙加工品製造業
　　（塗工紙製造業以外のものについては、有機溶剤を使用して製造又は加工を行うものに限る。）

６　印刷業
７　化学工業
８　プラスチック製品製造業
　　（強化プラスチック製板・棒・管・継手製造業及び強化プラスチック製容器・浴槽等製造業を除く。）

９　ゴム製品製造業
10　電線・ケーブル製造業
11　金属製品製造業
　　　（塗装工程を有するものに限る。）

12　一般機械器具製造業
　　　（塗装工程を有するものに限る。）

13　輸送用機械器具製造業
　　　（塗装工程を有するものに限る。）

○規制基準（臭気濃度） 【臭気濃度】

許容限度
区域の区分
下記以外の区域 臭気濃度　１０ 臭気濃度　３００
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

臭気濃度　３０

臭気濃度　５００

臭気濃度　１０００

敷地境界線 気体排出口

埼玉県生活環境保全条例（悪臭規制地域）について

　人間の嗅覚で臭気を感知す
ることができなくなるまで希釈し
た場合におけるその希釈倍
数。

　例えば、１０００倍に無臭空気
で希釈したときににおいを感知
できなくなれば、臭気濃度１００
０の臭気となる。

臭気濃度　２０

三芳町 
三郷市 

松伏町 

越谷市 

春日部市 

八潮市 

吉川市 

さいたま市 

川口市 
草加市 

毛呂山町 

飯能市 

ふじみ野市 

所沢市 

上尾市 

鶴ヶ島市 

日高市 

新座市 

戸田市 

志木市 
富士見市 

和光市 

朝霞市 
蕨市 

坂戸市 
川島町 

嵐山町 

川越市 

入間市 

狭山市 

横瀬町 

秩父市 

蓮田市 
伊奈町 

白岡町 
宮代町 

杉戸町 

幸手市 
久喜市 

加須市 

羽生市 

鴻巣市 

北本市 

桶川市 

行田市 

熊谷市 

東松山市 

鳩山町 

越生町 

ときがわ町 

小川町 
東秩父村 

吉見町 

滑川町 

寄居町 

深谷市 本庄市 

上里町 

美里町 

長瀞町 

皆野町 

神川町 

小鹿野町 

埼玉県生活環境保全条例（悪臭）規制地域 


